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リハビリモンスター 重要事項説明書 
 
当事業所はご利用者に対して指定通所介護・介護予防通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方が対象となります。要介護認定

をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

1. 事業者の概要 

法人名 株式会社PLAST 

法人所在地 神戸市長田区腕塚町 4丁目 2-1 フェニーチェ神戸 101 

電話番号 078-786-3074 

代表者氏名 廣田 恭佑 

設立年月日 平成 26年 12月 19日 

 

2. 事業所の概要 

事業所名称 リハビリモンスター 

事業所の種類 

指定介護予防通所介護・介護予防通所サービス（総合事業） 

 
※選択的サービスとして運動機能向上を実施します。 

事業所所在地 神戸市長田区二葉町 6丁目 7-1-103 

電話番号 078-611-7013 

管理者氏名 貝原 沙織 

指定年月日 平成 29年 12月 1日 

利用者定員 各単位 10名 

 

3. 事業所の目的と運営方針 
（1）事業所の目的 

 要支援状態にある利用者に対して、適切な介護予防通所介護、介護予防通所サービスを提供することを目的

としています。 

（2）当事業所の運営方針 

・可能な限り自立した日常生活ができるように、機能訓練ならびにその他必要な日常生活上の支援を行いま

す。 

・心身機能の回復、生活機能の維持向上を図るため、目標を設定し計画的に行います。 

・利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。 

 

4. 事業実施地域および営業時間 

 （1）通常の事業の実施地域 

  長田区、兵庫区、須磨区の一部 

 （2）営業日および営業時間 

営業日 月曜日～金曜日、祝日も営業します。 

休業日 土曜日、日曜日、年末年始 

サービス提供時間 
① 9：00～9：50 ②10：00～10：50 ③11：00～11：50 

④ 13：00～13：50 ⑤14：０0～14：50 ⑥15：00～15：50  
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5. 職員の配置状況と勤務体制 

＜配置＞ 

職種 常勤 非常勤 業務内容 

管理者・介護職員

（兼務） 
1名 0名 

（管理者） 

業務の実施状況の把握、業務・従業者の管理 

（介護職員） 

利用者の日常生活上の支援ならび送迎業務。リハビリ補助等の

業務。 

生活相談員 

（理学療法士など） 
1名 0名 

利用者の申し込みに係る調整、利用者・家族の相談に応じた支

援、通所介護計画の作成。 

機能訓練指導員 

（理学療法士） 
1名 0名 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を予防する。個々の状況

に応じたリハビリメニューの作成・実施する。 

※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

＜勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

管理者・ 

介護職員（兼務） 
勤務時間 8：30～17：30 

生活相談員 

（理学療法士など） 
勤務時間 8：30～17：30 

機能訓練指導員 

（理学療法士など） 
勤務時間 8：30～17：30 

 

6. 当事業所が提供するサービスと利用料金 
 当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

＜サービス内容＞ 

種類 内容 

健康チェック 血圧、脈拍、体温の測定をし、体調チェックを行います。 

機能訓練 

（リハビリ） 
利用者様の身体機能を評価し、最適なリハビリメニューを作成・実施します。 

生活相談 日常生活上の相談に対応します。 

＜加算対象サービス＞ 

種類 内容 

運動器機能向上 

理学療法士が、ご利用者の身体機能の評価及び運動器機能向上計画を作成し、介護

職員とともに日常生活を送るために必要な機能の回復又はその減退を防止するため

のサービスを実施します。 

＜その他の加減算＞ 

 ・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算 

 介護職員の処遇改善を目的とした交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために「介護職員処遇改善加算」

「介護職員等特定処遇改善加算」が設けられています。 

 ・送迎減算 

 送迎が行われない場合に適応されます。 

 ・科学的介護推進体制加算 

 ・栄養アセスメント加算 ・栄養改善加算 

 

7. 利用料金 
（１）介護保険の給付対象となるサービス 

原則として利用料金の 1 割を自己負担していただきます。利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なり

ます。介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更しま

す。 



3 

 

＜利用料金表＞＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 ※加算項目については、人員配置や制度変更の関係により、点数の変更が生じる可能性があります。 

   また、自己負担額が 2割の場合は、上記金額の概ね 2倍の金額になります。 

 ※区分変更申請期間については仮に要介護認定が出たとしても前月まで請求していた相当の金額にて対応し

ます。 

 ※料金表②は送迎を利用されない方に限ります。 

 ※⑥は低栄養リスク該当などの理由で管理栄養士による栄養指導を希望した方、直接指導は月１回に限りま

す。 

 

（2）介護保険の給付対象とならないサービス 

 ①お茶・おやつ代はございません。 

 ②介護保険の給付限度額を超えてサービスをご利用される場合は、超過分は全額自己負担となります。 

 ③サービス提供についての記録などの複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

 ④サービス利用中に当事業所のおむつの使用があった場合は、１枚につき 100円ご負担いただきます。 

 

（3）利用料金のお支払い方法 

 前記の料金・費用は、1か月ごとに計算しご請求しますので、以下のいずれかの方法でお支払いください。 

（1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします 

① 事業所窓口での現金支払い 

② 口座振替による引き落とし 

 

（4）利用の中止、変更、追加 

 利用予定日に来所できない場合は、前日の 17 時までにご連絡ください。前日までに連絡がない場合は取消

料として利用料金の 10％をお支払いいただきます。ただし、ご利用者の体調不良等の事由がある場合はその

限りではありません。また、要支援の方は月額料金のため、キャンセル料が発生致しません。 

 利用の変更・追加の希望がありましたら当事業所にご相談ください。(種々条件あり) 

   

 8. 高齢者虐待防止について 

  事業者は、利用者の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。 

  （1）研修などを通じて、従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。 

  （2）個別計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

  （3）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者などの権利擁護

に取り組める環境整備に努めます。 

 

 9. 秘密保持と個人情報の保護（使用同意）について 

事業所及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三

者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後においても継続します。 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議当において利用者およびその家族

の個人情報を用いません。 

事業者は、介護分野および予防医学等の学術発展のため、サービス提供の際に測定等を行ったデータを分析

項 目 要支援１ 要支援２ 

①通所介護費 1528単位/月 3078単位/月 

②送迎減算 - 47単位/回 - 47単位/回 

③科学的介護推進体制加算 40単位/月 40単位/月 

④処遇改善加算Ⅱ 157〜165単位/月 313〜329単位/月 

⑤栄養アセスメント加算 50単位/月 50単位/月 

⑥栄養改善加算 200単位/回 200単位/回 
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して学術雑誌等に発表することがあります。この際にはご利用者の個人情報が特定できないように暗号処理し

たデータを取り扱います。また、これに同意できない場合は発表用のデータとして用いません。 

10. 事故発生時の対応ついて 

 サービス提供中に何らかの事故（送迎中の交通事故、事業所内での転倒等）が発生した場合は、速やかに利用

者の家族、市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、サービス提供中に賠償すべき事故は発

生した場合は、介護事業者賠償責任保険の適応に基づき損害賠償をいたします。 

 

11. 緊急時の対応について 

 サービス提供中に体調の急変などの緊急事態が発生した場合は、主治医、救急隊、ご家族、担当ケアマネージ

ャーに連絡し速やかに対処いたします。 

 緊急性が低いと判断される場合は、ご家族等に連絡し帰宅の手配を行います。 

 

12. 送迎について 

当施設では、デイサービスへの移動もリハビリの一環と考え、原則、自己送迎となります。 

やむ負えない事情により送迎が必要と判断された場合において、送迎を実施する際、デイサービスの送迎は

「施設利用のために利用者を送迎する」という目的で旅館や幼稚園などと同様に自家輸送として認められているも

のです。途中下車ということは、自家輸送の範囲を超えていると判断され、道路交通法違反となりますので当事業

所では途中下車はできません。 

 

13. 苦情処理の体制および手順 

 苦情またはご相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために、必要に応じて訪問し、譲許の聞き

取りや事情の確認を行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後の対応

を決定します。 

（1） 当事業所における苦情・相談の受付 

受付担当者：事業者代表取締役 廣田 恭佑      

管理者           貝原 沙織 

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～17：00 

電話番号： 078-611-7013 

（2） 事業所において処理し得ない内容については、行政窓口等の関係機関（下記参照）との協力により適切な

対応方法を利用者の立場にたって検討し、処理します。 

1.兵庫県国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情相談窓口） 

電話：078－332－5617  受付時間：月～金曜日 8時 45分～17時 15分 

2.神戸市生活情報センター 

電話：078－371－1221  受付時間：月～金曜日 8時 45分～17時 30分 

3.神戸市保健福祉局介護保険課 

電話：078－322－6228  受付時間：月～金曜日 8時 45分～12時 00分 

 

介護予防通所介護・介護予防通所介護サービス提供の開始に際し本書面にて重要事項の説明を行いまし

た。 

 

リハビリモンスター   管理者  貝原 沙織       印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防通所介護、介護予防通所介護サー

ビス提供開始に同意しました。 

20         年      月      日 

 

住所    神戸市                                                                  

 

氏名（本人 ・ 代理人） 

 

                                                                印       

 

緊急連絡先  
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電話：   （        ）  -         -           

 

氏名：                          続柄：               


